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令和５年 

１月１３日号 広  報 ～～～～～～～～～～～～ 
第31便 

参考サイト 

ワンクリック詐欺対策と対処③ 

対策１ 知らない人からの迷惑メールが被害に

つながる場合が多いので、推測しにくいアドレ

スに変更することが防止策になります。 

対策２ トラブルになりそうな時には、表示さ

れているデータを保存、画面を印刷、自分の行

なった手順（証拠）をメモしましょう。 

（例）<いいえ>を選択したが、 

登録完了画面が表示された。 

 

農業委員と農地利用最適化推進委員を公募します 
募集委員 農 業 委 員 農地利用最適化推進委員 

要  件 

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の

推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属す

る事項に関し、その職務を適切に行うことができる方 

農業委員とともに地域で農地等の最適化の推進に

取り組む体制を強化するため、農地の利用の最適化

の推進に熱意と識見を有する方 

（１）町内に住所を有する方を基本とし、町外に住所を有する方も妨げない 

（２）町が設置する他の附属機関等の委員でない方 

（３）本町の職員でない方 

ただし、任命予定日において、次のいずれにも該当しない方とします。 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 

②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方 

募集人員 10人 ４人（長沢・舟形・富長・堀内地区から各１人） 

報  酬 

（年額） 

会  長 310,000円 会長代理 250,000円 

委  員 230,000円 
184,000円 

主な業務 

○農業委員会総会へ出席し、農地法等によりその権限 

に属することとされた事項についての審議 

〇農地利用の最適化のための調整 

〇農業委員会総会に出席し、調査結果の報告、 

農地の最適化への意見の陳述 

〇担当する地区内での農地法等に基づく申請の現地調査 

〇農地法等に基づき、町内の農地の利用状況の調査 

〇農地利用の最適化（担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止対策等、新規参入の促進）の推進 

任期 令和５年４月１日～令和８年３月 31日（３年間） 
 
▼応 募 〆 切／２月９日（木） 

▼応 募 方 法／所定の様式に必要事項を記入の上、直接または郵送で、舟形町農業委員会事務局へ提出ください。 

※様式については事務局に準備しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。 

▼推薦・応募／推薦となる場合は、町内に住所を有する方を基本とし、町内会や農業に関する団体等からの推薦が 

必要になります。※推薦なしで応募する場合は、申出書のみを提出ください。 

▼業務について／両方の委員に応募可能ですが、兼務はできません。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業委員会事務局（舟形町農業振興課農政企画係） ☎（32）0947 

 

 

 



                               

                               

                               

                               

                               

▼
日
時
／ 

２
月
５
、
12
、
19
日
（
日
） 

午
前
10
時
～
正
午 

▼
場
所
／
舟
形
小
学
校
体
育
館 

▼
対
象
／
小
学
生
（
４
～
６
年
生
） 

▼
指
導
／
舟
形
町
テ
ニ
ス
協
会 

▼
費
用
／
無
料 

▼
持
ち
物
／ 

屋
内
用
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物 

※
貸
ラ
ケ
ッ
ト
あ
り
ま
す
。 

▼
〆
切
／
２
月
１
日
（
水
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 

☎
（
32
）
３
５
０
１ 

 

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
体
験
教
室 

 

令和５年度 

スクールバスの運転手を募集します 
▼資格要件等／・原則として町内に住所があり通勤できる方 

       ・土、日、祝日も対応できる方 

       ・心身ともに健全で大型免許を有する方 

▼募集人員／９名 

▼勤務期間／４月１日～令和６年３月 31日 

▼勤務条件／・月額 165,000円(11月～3月は 175,000円) 

・社会保険の加入なし。詳しくは舟形町町有バス運行管理規程 

および舟形町スクールバス運行管理規程による 

▼申請手続き／・履歴書(A3判・写真貼付)および運転免許証の写し 

       ・町有バス運転者登録申請書（町教育委員会に準備しています） 

▼申請期間／１月 13日(金)～27日(金) 

▼問い合わせ／舟形町教育課学事係 ☎（32）2379 

 

国・県の肥料高騰対策事業（春肥分）について 
 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取組む 

農業者の肥料費を支援します。 

▼支援の対象となる肥料／ 

令和４年 11月以降に購入した肥料（今年の春肥）が対象 

▼支援内容／ 

化学肥料低減低減の取組みを行なったうえで、前年度から増加した肥料費について、 

その８．５割を支援金として交付します。 
 

支援金 ＝（当年の肥料費―（当年の肥料費÷価格上昇率÷０．９）×０．８５ 
 

▼申請〆切／１月 31日（火） 

▼そ の 他／肥料購入業者ごとに申請先が異なります。詳しくは問い合わせください。 

       ※対象農業者については、申請書類を郵送しています。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947 

令
和
５
・
６
年
度
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請 

  

舟
形
町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等

に
係
る
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を

提
出
し
、
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
審

査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

▼
受
付
期
間
／
２
月
１
日
～
28
日 

※
原
則
郵
送
の
み(

２
月
27
日
必
着) 

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
総
務
課
管
財
係 

 

☎
（
32
）
２
１
１
１ 

 



                               

                               

                               

                               

                               

▼
日
時
／
２
月
18
日
（
土
） 

▼
会
場
／
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル 

▼
応
募
資
格
／
県
内
の
各
市
町
村
に

あ
る
商
工
会
ま
た
は
県
商
工
会
連
合

会
の
い
ず
れ
に
も
勤
務
で
き
る
方 

▼
採
用
予
定
人
数
／ 

経
営
支
援
員 

２
名 

▼
申
込
〆
切
／
２
月
10
日
（
金
） 

※
消
印
有
効 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

も
が
み
南
部
商
工
会
舟
形
事
務
所 

☎
（
32
）
２
２
４
２ 

 

令
和
５
年
４
月
採
用
山
形
県

商
工
会
等
職
員
採
用
試
験 

 

放
送
大
学
４
月
入
学
生
募
集 

放
送
大
学
は
、
Ｂ
Ｓ
放
送
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学
ぶ
通
信
制

の
大
学
で
す
。
心
理
学
、
福
祉
、
経
済
、

歴
史
、
文
学
、
情
報
、
自
然
科
学
な
ど
、

幅
広
い
分
野
か
ら
選
択
し
学
ぶ
こ
と

が
で
き
、
学
士
の
学
位
を
取
得
で
き

ま
す
。 

▼
〆
切
／ 

第
１
回
募
集 

２
月
28
日
（
火
） 

第
２
回
募
集 

３
月
14
日
（
火
） 

▼
そ
の
他
／
資
料
請
求
は
無
料
で
す 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

放
送
大
学
山
形
学
習
セ
ン
タ
ー 

☎
０
２
３
（
６
４
６
）
８
８
３
６ 

 

全国旅行支援併用可能 

企業、業界団体、町内会等の研修旅行など４人以上集まったツアー・団体旅行に対して、１人あたり最大

往復 5,000円（片道半額）の助成をします。 

▼助成条件／次のすべてを満たす旅行 

・「山形～羽田便」「山形～伊丹便」「山形～名古屋便」「山形～札幌便」を利用した旅行 

・山形県内市町村民が４人以上参加する旅行 

・ツアー代金または航空運賃および宿泊費の総額が助成額を超える旅行 

※その他留意事項があります。 

▼助 成 額／【羽田便・伊丹便利用】  １人あたり往復３千円（片道の場合半額）助成 

【名古屋便・札幌便利用】 １人あたり往復５千円（片道の場合半額）助成 

▼助成対象数／1,200席 

▼申込み〆切／２月 28日（火）  

※助成対象数に達した場合は、期間中であっても受付を終了します。 

※新型コロナの感染状況を踏まえ、受付を停止することがあります。 

▼対象期間／２月 28日（火）まで 

▼そ の 他／詳しくは問い合わせください 

▼問い合わせ／山形空港利用拡大推進協議会事務局 山形県総合交通政策課 ☎023（630）3017 

       舟形町まちづくり課商工支援係 ☎（32）0844 

山形県後期高齢者広域連合からのお知らせ 
広域連合では、被保険者のみなさんが、治療などにかかった医療費について確認し、後期高齢者 

医療制度の健全な運営を図るために、年度毎に１回「医療費のお知らせ」を発行しています。 

 今年度は、令和３年 11月から令和４年 10月診療分までを発行します。 

このお知らせは確定申告(医療費控除)をする際に使用できますが、医療機関の請求遅れといった 

理由で記載されていない分や、令和４年 11月と 12月診療分については別途「医療費控除の明細書」 

への記入が必要です。そのため、医療機関から受取った領収書は、捨てずに保管してください。 

▼対 象 者／山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者 

▼発行時期／１月 20日（金）発送予定 

▼記載内容／令和３年 11月から令和４年 10月までの受診医療機関名称・医療費総額など 

▼注 意 点／確定申告(医療費控除)の詳細については、税務署および市町村の税務担当部署に 

問い合わせください。 

▼問い合わせ／山形県後期高齢者医療広域連合事業課給付係 ☎0237（84）7100 

 



                               

                               

                               

                               

                               

税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 

説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
、

各
回
と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付

を
終
了
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

〇
２ 

月
３
日
（
金
）、
15
日
（
水
） 

・
午
前
10
時
～
正
午 

主
に
課
税
事
業
者
向
け 

・
午
後 

２ 

時
～
４
時 

主
に
免
税
事
業
者
向
け 

▼
会
場
／ 

山
形
県
最
上
総
合
支
庁 

▼
そ
の
他
／
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関

す
る
詳
し
い
情
報
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ

り
確
認
く
だ
さ
い
。 

    

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
税
務
署
法
人
課
税
部
門 

☎
（
22
）
５
１
７
０ 

  

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
関
す
る
説
明
会 

  

やまがた被害者支援センター 
「支援活動員」を募集します 

（公社）やまがた被害者支援センターは、犯罪や予期せぬ事故に遭われた被害者やそのご家族の方々

に寄り添い、その方々が抱える悩みや心のケアについて支援する活動を行なっています。 

当センターでは、相談活動（電話・面接）のほか、司法機関や病院等への付き添い、裁判の代理傍聴

などの直接的支援活動を行なっています。 

▼支援活動員募集要項／ 

 項目 内容 

募 集 人 員 
約 10名（25歳以上の心身ともに健康な方） 
（医療、教員、福祉、司法分野等の経験者は歓迎します） 

業 務 内 容 
〇電話相談／月２回程度の電話相談 
       平日午前 10時～午後４時（年末年始・祝日のぞく） 
〇直接的支援／司法機関や病院等への付添いおよび裁判の代理傍聴など 

募 集 期 間 ３月１日（水）～４月 15日（土） 

応 募 方 法 
１．応募者は問い合わせのセンター事務局に電話連絡ください。 
  事務局から「申込書」を送ります。 
２．「申込書」に必要事項を記入し、事務局に送付ください。 

受講者の選考等 

１．応募者の面接等を行い「支援活動員候補者」を選考し、候補者には必要な研修を
受講してもらいます。（５月以降 概ね月２回の研修、年 80時間） 

２．研修終了後、審査および意向確認のうえ「支援活動員」に認定し、支援業務に従
事してもらいます。 

※支援業務に従事した場合、少額ですが役務費・交通費を支給します。 
問 い 合 わ せ 公益社団法人 やまがた被害者支援センター ☎023（642）3571 

 

高齢者の屋根の雪下ろし中の転落事故が多発しています 

その雪下ろし、本当に   ですか？ 
・本当に雪下ろしが必要な積雪か、今一度考えてください。隣の家が雪下ろしをしていても、自分の
家が必要な状況とは限りません。 

 
・「自分は慣れているから大丈夫」、「いままで落ちなかったから安心」は、転落した人も思っていた
ことです。楽観的な考えをせず判断をしましょう。 

 
・雪おろしが必要な場合は、業者への依頼を検討しましょう。雪下ろし業者の紹介や、かかった費用
についての支援制度については問い合わせください。【舟形町住民税務課危機管理室 ☎（32）0155】 

☑晴れの日ほど要注意。屋根の雪がゆるんでいて思わぬ落雪に巻込まれることがあります。 

☑排雪時の池や流雪溝などへの転落にも注意してください。 

☑除雪機の雪詰まりの除去は、必ずエンジンを切ってから雪かき棒で行うようにしましょう。 

▼問い合わせ／山形県防災くらし安心部防災危機管理課 ☎023（630）2230 

        



                               

                               

                               

                               

                               

▼
内
容
／ 

①
品
質
管
理
基
本
・
・
・
品
質
管
理
の

基
礎
知
識
の
講
義
と
、
パ
ソ
コ
ン

を
使
用
し
た
実
践
的
な
演
習
を
行

い
ま
す
。 

②
相
手
に
伝
わ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー 

シ
ョ
ン
資
料
作
成
・
・
・
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
活
用
し

て
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
資
料

作
成
方
法
を
習
得
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

①
２
月 

９ 

日
（
木
）、
10
日
（
金
） 

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分 

②
２
月
17
日
（
金
）、
24
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
４
時 

▼
会
場
／ 

①
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
山
形 

②
富
士
通
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
東
根
校 

▼
対
象
／
在
職
者 

 

※
事
業
主
か
ら
の
申
込
み
が
必
要
で
す 

▼
費
用
／ 

①
５
，
５
０
０
円
（
税
込
） 

②
２
，
２
０
０
円
（
税
込
） 

▼
〆
切
／ 

①
１
月
19
日
（
木
） 

②
１
月
27
日
（
金
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
山
形 

生
産
性
向
上
人
材
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
０
２
３
（
６
８
６
）
２
０
０
８ 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
山
形 

生
産
性
向
上
支
援
訓
練 

 県では、将来の日本をけん引する農林業経営者を養成するため、「東北農林専門職大学（仮称）」の開学

準備を進めています。農業・森林業の生産や経営、加工、販売等の知識と理論に裏付けられた技術を、講

義だけでなく、県内外の先進経営体での長期実習など豊富な実習で学べる新しいタイプの大学です。県立

農林大学校（新庄市）の敷地に校舎を新築中で、現在の高校２年生が第１期生となります。 

 

【ホームページＱＲ】 

 

▼問い合わせ／ 

山形県専門職大学整備推進課  

☎023（630）2480 

 

新校舎内観イメージ図（図書館ロビー） 

新校舎内観イメージ図（大講義室） 



                           

                           

                           

                           

                           

自宅や団体（企業・施設・町内会など）へのマイナンバーカードの出張申請受付を実施しています 

役場への来庁が難しい方を対象に、自宅や団体等で用意した場所でのマイナンバーカードの申請受付を 

実施します。職員が訪問し、書類の確認や顔写真の撮影を行います。 

できあがったマイナンバーカードは郵送（本人限定受取郵便または簡易書留）で受取ることができます。 

 

 

 
 

▼対 象 者／舟形町に住民登録があり次の①、②を満たす方 
①申請日から約２ヵ月以内に住所異動（転出）の予定がない方 
②これまでにマイナンバーカードの申請をしたことがない方 

▼実施日時／平日午前９時～午後４時（要相談） 
▼必要なもの／訪問時に確認します。 

・本人確認書類（Ａ１点またはＢ２点） 
Ａ 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳など 
Ｂ 健康保険証、介護保険証、医療受給者証、母子手帳、年金手帳、学生証など 

・通知カード（紛失の場合はご連絡ください）、住民基本台帳カード（お持ちの方） 
・暗証番号記載票（こちらで準備します） 
※暗証番号はあらかじめ決めてきていただくとスムーズに進みます。 

▼利 用 料／無料 
▼申 込 み／住民税務課住民係へ電話で申込みください。（完全予約制） 
▼そ の 他／・当日は申請者本人（15歳未満の方および成年被後見人の方は法定代理人とともに） 
        がいない場合は申請できません。（代理人不可） 
       ・詐欺や不審な電話に注意ください。町民の方からの要請を受けずにマイナンバー 

 カードの申請に伺うことはありません。 
▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211  

 

最大 20,000円のマイナポイントを受取るには、 
２月末までマイナンバーカードの申請が必要です。 
) 

マイナンバーカードの申請および 

受け取りのための延長窓口を開設します 

平日の開庁時間内にマイナンバーカードの申請や受取り

ができない方のために延長窓口を開設します。 

▼開設日時／１月 16・23・30日 

      ２月６・13・20・27 日 

 ※すべて月曜日、午後７時まで 

▼開設場所／舟形町住民税務課①番窓口 

▼持 ち 物／〇マイナンバーカード申請の方 

・二次元コード（QR コード）付交付申 

請書または個人番号カード交付申請書 

     ・通知カード 

※交付申請書や通知カードを紛失された 

方は窓口に申し出ください。 

〇マイナンバーカード受け取りの方 

・交付案内ハガキに必要書類を明記して 

いますので確認ください。 

※いずれも免許証等の本人確認書類が必要です。 

（写真付のものでない場合は住所が確認できる公的 

な本人確認書類と診察券など２つ以上が必要です。） 

▼注 意 点／必ず本人がお越しください。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211 

 

健康保険証としての利用申込み 

公金受取口座の登録でポイントがもらえます 

▼問い合わせ／ 

・舟形町総務課デジタルファースト推進室 ☎(32)0818 

午前８時 30 分～午後４時 30分（平日）※要予約 

・長沢集学校 ☎（29）8255 

午前 10 時～午後７時 

持っているスマートフォンがマイナンバーカードの読

み取りに対応していない・操作方法が分からない場合

は、役場や長沢集学校で手続きができます。 

手続きには一人あたり１時間ほどかかることもありま

す。ご希望の方はあらかじめ連絡ください。 

マイナポイントについては事業ホームページまで

→ 

▼持 ち 物／ 

・マイナンバーカード 

・マイナンバーカードの数字４桁のパスワード 

・ポイントを付与するキャッシュレス決済サービスの 

「決済サービスＩＤ」と「セキュリティコード」 

・口座情報（公金受取口座の登録をされる方のみ） 

長沢集学校では土・日・祝日も 

申請受付をしています！ 



                           

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 

◇乳幼児健診および講座◇ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

２月10日（金） 離乳食教室 令和４年６～９月生 
午前 ９時50分～ 

10時 

福祉避難所 
「てとて」 

母子手帳、オムツ、ミルク（必要に応じて） 

エプロン、三角巾、筆記用具、だっこ（おんぶ）紐 

２月14日（火） 
ベビーマッサージ講座

※要事前申込み 

生後２ヵ月～ 

ハイハイの頃まで 

午前 ９時50分～ 

10時 

バスタオル２枚、オムツ、着替え、防水シーツ、 

ミルク等水分補給できるもの 

２月17日（金） 

３歳児健診 令和元年９～11月生 
午後 ０時40分～ 

０時50分 

母子手帳、問診票、尿、歯の健康手帳、 

フェイスタオル※ 

１歳６ヵ月児健診 令和３年６～８月生 
母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 

子育てサポートシート・フェイスタオル※ 

１歳児健診 令和４年１～２月生 
午後 ０時50分～ 

１時 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書、 

フェイスタオル※ 

歯科健診 

フッ素塗布 

平成30年12月～平成31年２月生、 

令和元年12月～令和２年２月生、 

令和３年９～11月生 

午後 １時～ 

１時30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、 

フェイスタオル※ 

２月21日（火） 乳児健診 
令和４年４～５月生、 

令和４年10～11月生 

午後 ０時50分～ 

１時 

母子手帳、ミルク、オムツ、着替え等、 

問診票（３～４ヵ月健診児のみ） 

 

※フェイスタオルは、歯科健診時に頭の下に敷いて使用します。 

◇健康相談◇ 相談日:２月６日（月）、20 日（月） 
 ≪定期健康相談≫ 時間：午前９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等）を行います。ご相談の方は健康福祉課

③番窓口へお越しください。来庁できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 時間：午前 10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・発達相談、妊婦さんと子

育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てとて」へお越

しください。保健師と助産師が対応します。 

◇お知らせ◇ 

家族健康診断申込書および健康診断受診予定調査は１月２週目に全戸配布

しています。町の健康診断を受診しない方も提出をお願いします。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（32）0810 

ヒートショックにご注意を！ 
 入浴などによる急な体温の変化によって血圧が上下し、

心臓や血管の疾患が起こることをヒートショックといいま

す。特に冬場は場所により寒暖の差が激しく危険性が高ま

ります。急な体温の変化が起こらないように、入浴時の３

つのポイントを紹介します。 

【冬場の入浴時の３つのポイント】 

ポイント①脱衣所と浴室を温める 

ポイント②お風呂の温度は低めに設定 

ポイント③ゆっくりとお風呂から出る 


